
保険料のお支払い方法の変更について
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区分
配当金 利子 賃貸料

50万円
未満

50万円以上
100万円未満

100万円
以上 該当なし ５万円

未満
５万円以上
10万円未満

10万円
以上 該当なし 50万円

未満
50万円以上
100万円未満

100万円
以上 該当なし

本　人 4 0 0 18 6 0 1 15 0 0 1 21
配偶者 2 0 0 17 2 0 0 17 0 0 0 19
親　族 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 19
合　計 6 0 0 54 8 0 1 51 0 0 1 59

区分
謝礼金 その他収入 贈与 もてなし

10万円
未満

10万円以上
50万円未満

50万円
以上 該当なし 50万円

未満
50万円以上
100万円未満

100万円
以上 該当なし 有 無 有 無

本　人 0 0 0 22 4 3 7 8 0 22 0 22
配偶者 0 0 0 19 1 1 4 13 0 19 0 19
親　族 0 0 0 19 2 0 1 16 0 19 0 19
合　計 0 0 0 60 7 4 12 37 0 60 0 60

区分 人数
所得税 町県民税

10万円
未満

10万円以上
30万円未満

30万円
以上 該当なし 滞納者 10万円

未満
10万円以上
30万円未満

30万円
以上 該当なし 滞納者

本　人 22 10 1 8 3 0 5 10 7 0 0
配偶者 19 4 0 2 13 0 5 1 2 11 0
親　族 19 8 1 0 10 0 5 5 0 9 0
合　計 60 22 2 10 26 0 15 16 9 20 0

区分 人数
固定資産税 国民健康保険税

10万円
未満

10万円以上
30万円未満

30万円
以上 該当なし 滞納者 10万円

未満
10万円以上
30万円未満

30万円
以上 該当なし 滞納者

本　人 22 10 8 1 3 0 0 4 4 14 0
配偶者 19 5 1 0 13 0 0 0 0 19 0
親　族 19 0 0 0 19 0 1 0 0 18 0
合　計 60 15 9 1 35 0 1 4 4 51 0

区分 人数
軽自動車税 水道料

5千円
未満

5千円以上
１万円未満

１万円
以上 該当なし 滞納者 5万円

未満
5万円以上
10万円未満

10万円
以上 該当なし 滞納者

本　人 22 9 3 3 7 0 6 6 5 5 0
配偶者 19 2 3 0 14 0 0 0 0 19 0
親　族 19 2 3 0 14 1 0 0 0 19 0
合　計 60 13 9 3 35 1 6 6 5 43 0

区分 人数
公営住宅家賃 住宅新築資金等

20万円
未満

20万円以上
30万円未満

30万円
以上 該当なし 滞納者 50万円

未満
50万円以上
100万円未満

100万円
以上 該当なし 滞納者

本　人 22 1 0 0 21 0 2 0 0 20 0
配偶者 19 0 0 0 19 0 1 0 0 18 0
親　族 19 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0
合　計 60 1 0 0 59 0 3 0 0 57 0

区分 人数
その他使用料

5万円
未満

5万円以上
10万円未満満

10万円
以上 該当なし 滞納者

本　人 22 0 0 0 22 0
配偶者 19 0 0 0 19 0
親　族 19 0 0 0 19 0
合　計 60 0 0 0 60 0

報告義務者本人 22人／その配偶者 19人／その親族 19人／計 60人

政治的モラル向上のために

　資産金額や税の納付状況など、該当者個人別の詳細な資産報告書
が見たいかたは、福智町にお住まいであれば閲覧することができま
す。役場 3 階総務課で申請（用紙に氏名住所などを記入）後、4 階の
情報公開室でご覧ください。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
� 問 役場総務課庶務係 ☎ 22-0555

もっと詳しく
知りたいかたは

「資産報告書」と「意見書」の
閲覧はお気軽に窓口へ
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あ
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●長寿医療制度および国民健康保険税の徴収

「年金から天引き」が
「口座引き落とし」へ
変更できるようになりました！
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９
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さ
い
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平成20年4月

平成20年10月

平成21年4月

平成22年3月
（平成20年4月以降に
75歳になった人は、そ
の月から2年後まで。）

均等割額 所得割額

負担なし 負担なし

均等割額 所得割額

9割軽減 負担なし

均等割額 所得割額

5割軽減 負担なし

今

金からの保険料徴収（特別徴収）
については、次の場合、口座振替

へ変更できるようになりました。

❶国民健康保険の被保険者であった
　人で、保険税を直近２年間、滞納
　なく確実に納付していた人
❷年金収入が180万円未満の人で、世
　帯主または配偶者が本人にかわって
　保険料を口座から振り替えできる人

これに該当するかたで保険料支払い方
法の変更を希望されるかたは、役場住
民課で手続きをお願いします。
【手続きに必要なもの】
被保険者証、金融機関への届出印、通帳

※ 65歳から74歳の国保に加入する世帯主の年
金からの保険税徴収についても、これまで保険
税を2年間滞納することなく、納付されている
場合には、口座振替で納付することも可能です。

年

※国民健康保険の加入者だった人は
　該当しません。ご注意ください。


